


(1) 収入額が裾要額の2. 5倍未満の保護者

前条第 1 号から第 7 号までに掲げる経費

(2) 収入額が裾要額の2. 5倍以上の保護者

前条第 8 号に掲げる経袈

（支給額）

第 5 条 就学奨励費の支給額は、 毎年度園の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助対象経費の

額に準ずるものとする。

（申請）

第6 条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、 次の各号に掲げる書類を当該児童生徒の在

籍する学校の校長を通じて、 教育長に提出しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励喪に係る収入額・儒要額調書（別紙様式）

(2) 源泉徴収票、 村民税・県民税特別徴収額個人（納税者）通知害-オ寸民税・県民税納税通知

帯又は所得証明薔のうち、 いずれかの薔類（ただし、 世帯の収入額が第 4 条第 2 号に該当する

と自ら認める保護者を除く。）

(3) その他教育長が必要と認める書類

（支給決定）

第7条 教育長は、 前条の申請を受理したときには、 その内容を審査のうえ支給の適否及び区分を

決定し、 校長を通じて保護者に通知するものとする。

（決定の取消し）

第8 条 教育長は、 就学奨励費の支給を受けている保護者が、 第 2 条第 1 号ただし番に規定する保

護者に該当することになったときは、 当該支給決定を取消すものとする。

（その他）

第 9 条 この要網に定めるもののほか必要な事項は、 教育長が別に定める。

附 則

この要網は、 平成17年4月 1 日から施行する。

2/2 

CO097606
ハイライト表示


